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東京における都市計画道路の整備方針（案）について 

 

東京都、特別区及び 26 市２町は、都市計画道路の整備を計画的かつ効率的に進

めるため、優先的に整備すべき路線を定めた「都市計画道路の整備方針（事業化計

画）」を過去４回にわたり策定し、事業の推進に努めてきた。 

現行の「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」は令和７

年度までの計画となっており、新たな整備方針の策定に向け、令和７年７月には中

間のまとめを公表し、寄せられた意見を参考に検討を進めてきたところである。 

このたび、「東京における都市計画道路の整備方針（案）」として取りまとめら

れたので報告する。 

 

１ 整備方針（案）の主な内容 

（１）第四次事業化計画からの主な変更点 

  ①道路整備の新たな視点の追加 

 

 

    

 

 

 

 

  ②計画期間の変更 

 これまでの計画期間 10 年間を 15 年間（令和８年度から令和 22 年度）に変

更し、計画期間内の中間年次において必要な検証を実施。 

 ③道路空間の再編（リーディング路線の選定） 

回遊性や滞在快適性の向上などの多様化するニーズ、次世代モビリティの社

会実装といった技術革新などに応じて、道路空間の再配分や幅員構成の見直し

を行うことで、地域にゆとりやにぎわい等の新たな付加価値を生み出す路線を

新たに選定。 

 

（２）都市計画道路の必要性の検証 

①廃止候補路線 

必要性が確認されなかった 10 路線（区間）約３km を抽出（中野区内該当な

し）。 

②計画内容再検討路線 

計画幅員や構造など都市計画の内容について検討を要する 20 路線（区間）

約 29㎞を抽出（中野区内該当なし）。 
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・国際競争力の強化 

・防災都市の実現 

・質の高い生活の実現 

・都市の強靭化 

・住民の安全性向上 

・地域特性に応じたインフラ整備 

・魅力的な歩行者空間の創出 

これまでの道路整備の視点 新たに追加された視点 
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③新たな都市計画道路の検討 

広域的な都市間の連携強化や道路網の拡充によるアクセス強化を実現する

ための６路線を位置づけ（中野区内該当なし）。 

 

（３）優先整備路線の選定（第五次事業化計画） 

 整備に未着手の都市計画道路を対象に、整備効果、重要性及び緊急性を考慮

し、広域的な視点と地域的な視点から優先的に整備すべき「優先整備路線」（全

227区間 157km）を選定し、計画期間内（15年間）に優先的に事業に着手して

いく。 

中野区内においては、都施行３路線、区施行２路線、その他施行１路線の合

計６路線を選定。 

 

（４）概成道路の検証 

   現況幅員が一定の幅員を満たす路線のうち、沿道利用の実態に応じて概成道

路の計画を変更（現道合わせ）とする候補４路線（区間）約３㎞を抽出（中野

区内該当なし）。 

 

（５）道路空間の再編 

   地域にゆとりやにぎわい等の新たな付加価値を生み出す 22 路線（区間）約

10㎞をリーディング路線として抽出（中野区内該当なし）。 

 

２ 中野区内の優先整備路線について 

   第四次事業化計画に位置付けられた中野区内の 14 路線（区間）のうち７路線

が事業着手され、現在事業が進められている。 

  また、第四次事業化計画で未着手となっている７路線（区間）のうち５路線及

び新規に１路線を第五次事業化計画に位置付ける。 

なお、第四次事業化計画にて見直し候補路線として位置づけられた補助 215号

線（補助 76～補助 229間）については、今後、都市計画の廃止手続きを進める。 

 

３ 整備方針（案）への意見募集 

（１）整備方針（案）の公表 

東京都、特別区及び 26 市２町のホームページ、都民情報ルーム（都庁第一

本庁舎３階）並びに各区市町の窓口で公表している。中野区では、区役所９階

窓口、なかの区報及び中野区ホームページにて案内している。 

 

（２）意見募集期間 

期 日：令和８年１月３０日（金曜日）まで 

提出先：東京都都市整備局都市基盤部街路計画課 

 

４ 今後の予定 

令和７年度中 「東京における都市計画道路の整備方針」策定 



 

 

 

区内優先整備路線箇所図（第四次事業化計画） 

（平成 28年度～令和７年度） 

 

都施行 事業着手  １ 補助 26号線（中野通り） 

      ２ 補助 133号線（中杉通り） 

未着手   ３ 放射 6号線（青梅街道） 

      ４ 補助 62号線（方南通り） 

５ 補助 74号線（早稲田通り） 

６ 補助 133号線（中杉通り） 

区施行 事業着手  Ａ 補助 220号線（大日橋通り） 

Ｂ 区画街路 3号線（五中つつじ通り） 

Ｃ 区画街路 4号線（沼袋バス通り） 

未着手   Ｄ 補助 220号線 

Ｅ 補助 220号線（もみじ山通り） 

Ｆ 補助 227号線（大和町中央通り） 

その他施行 事業着手  ★ 補助 221号線【市街地再開発事業】 

☆ 区画街路 5号線【土地区画整理事業】 
 

 見直し候補 × 補助 215号線（廃止予定） 

区内優先整備路線箇所図（第五次事業化計画（案）） 

（令和８年度～令和２２年度） 

 

都施行 継続 ３ 放射 6号線（青梅街道） 

５ 補助 74号線（早稲田通り） 

６ 補助 133号線（中杉通り） 

区施行 継続 Ｅ 補助 220号線（もみじ山通り） 

Ｆ 補助 227号線（大和町中央通り） 

その他施行 

 

新規 ◆ 補助 223号線【市街地再開発事業】 

 

 

 

 

 

別紙１ 

※ 

※ 

※事業未着手だが、第五次事業化計画では 

優先整備路線に位置付けない路線（４、Ｄ） 



別紙２
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四角形








































